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１ 趣旨 

小田原市が発注する小田原市放課後児童クラブ運営業務委託の受託事業者を公募型プ

ロポーザルにより選定するに当たり、必要な事項を定める。 

 

２  目的 

（１）業務の目的 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の３第２項及び放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第63号）に基づき、小学校に就

学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に、適切

な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全な育成及び保護者の子育てと仕事の両立支

援を図るため設置する小田原市放課後児童クラブ（以下「クラブ」とする。）を運営

することを目的とする。 

併せて、前羽小学校区放課後児童クラブを、類似業務の経験がある市内事業者へ委

託することで、地域の子供を地域で育てる環境づくりを図り、市内事業者の育成、受

注機会の確保をし、地域経済の好循環に資することを目的とする。 

（２）公募の趣旨 

児童の健全育成を図るとともに、クラブを継続的かつ安定的に運営できる能力を有

する事業者を選定するため、公募型プロポーザルを実施する。 

 

３  業務概要 

(１) 業務名称 

小田原市放課後児童クラブ運営業務委託（前羽小学校区放課後児童クラブ） 

(２) 業務内容 

別紙「小田原市放課後児童クラブ運営業務委託仕様書（前羽小学校区放課後児童ク

ラブ）」のとおり 

(３) 契約期間等 

ア 契約期間 契約締結日から令和８年（2026年）９月30日まで 

イ 準備期間 契約締結日の翌日から令和５年（2023年）９月30日まで 

(４) 業務委託費 

     総額22,500,000円以内とし、各年度の上限額は、次のとおりとする。 
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     ア 令和５年度 3,750,000円 

     イ 令和６年度 7,500,000円 

     ウ 令和７年度 7,500,000円 

     エ 令和８年度 3,750,000円 

     ※本業務に係る消費税及び地方消費税は、消費税法（昭和63年法律第108号）第６

条第１項に該当するため、非課税として取り扱う。 

     

４  事務局 

小田原市役所 教育委員会教育部教育総務課 

住所：〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地 

電話：0465-33-1731 

電子メール：kyo-houkago@city.odawara.kanagawa.jp 

 

５  参加資格 

本プロポーザルに参加することができる者（以下「参加者」という。）は、次に掲げ

る要件を全て満たしている者とする。なお、複数の企業による共同参加は認めない。 

(１) 小田原市契約規則（昭和39年小田原市規則第22号）第５条に規定する者であるこ

と。 

(２) 小田原市競争入札参加資格者名簿の営業種目（565その他の業務請負等委託、細目

99その他）に登録されている者であること。登録していない場合は、令和５年５月１

日までに、「かながわ電子入札共同システム／資格申請システム」において本営業種

目の申請を行い、令和５年６月１日時点で登録が完了していること。 

(３) 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立て又

は会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立てが

されていないこと。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始又は会社更生法に基づ

く更生手続開始の決定を受けた者で、再度の小田原市の入札参加資格審査の申請を行

い、認定を受けたものについては、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされ

なかった者とみなす。 

(４) 公募型プロポーザル実施要領の公表の日から契約締結日までのいずれの日において

も、小田原市、神奈川県から指名停止処分を受けていないこと。 
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（５）地方税及び国税の滞納がないこと。 

（６）６(３)の選定委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他

の組織でないこと。 

（７）本社又は本店・主たる事務所の所在地が小田原市内で、次の①または②のいずれか

を満たす者であること。 

  ①株式会社、社会福祉法人、ＮＰＯ法人など法人格を有し、児童福祉事業※１又は放課

後児童健全育成事業に類似する事業※２を行っている者 

  ②学校教育法（昭和22年法律第26号）の規定に基づき、神奈川県知事が認可した私立

の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援

学校を設置している者  

   ※１ 児童福祉事業とは、放課後児童健全育成事業をはじめとして、地域子育て支援

拠点事業、家庭的保育事業、一時預かり事業、小規模保育事業、事業所内保育

事業、その他児童福祉法に根拠のある事業及び保育所、幼保連携型認定こども

園、児童厚生施設（児童館・児童遊園）、乳児院、児童養護施設、児童家庭支

援センター等の児童福祉法第７条に記載されているもの 

   ※２ 放課後児童健全育成事業に類似する事業とは、放課後子供教室、民間学童保育

（市町村等から運営委託や運営補助金を受けていないもの）、その他 

（８）小田原市放課後児童クラブ（下曽我小学校区放課後児童クラブ）の公募型プロポー

ザルへの参加表明書等を提出していないこと。 

 

６ 募集要領 

(１) 選考方針 

本委託を受託する者（以下「受託者」という。）の選定は、小田原市附属機関設置

条例（昭和54年小田原市条例第１号）第２条の規定に基づき設置された「小田原市放

課後児童クラブ運営事業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において、

業務提案書やプレゼンテーション等による審査を踏まえ実施する。選定委員会の審査

結果を受け、評価が最も高い応募者を最優秀提案者として選定する。  
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(２) スケジュール（予定） 

No 内  容 日  時 

１ 公募型プロポーザル実施要領の公表 令和５年４月14日(金)  

２ 質問の受付期限 令和５年４月21日(金)午後５時まで 

３ 質問への回答 令和５年４月28日(金) 

４ 参加表明書及び業務提案書等の提出期限 令和５年５月12日(金)午後５時まで 

５ 参加資格審査（書類選考：非公開）  令和５年５月16日(火) 

６ 参加資格審査結果の通知 令和５年５月19日(金) 

７ 
プレゼンテーション及びヒアリング審査

（非公開） 
令和５年５月26日(金) 

８ 最優秀提案者決定の通知及び公表 令和５年５月下旬 

９ 契約締結 令和５年６月上旬 

10 委託開始に向けての事前調整・準備 令和５年９月30日（土）まで 

(３) 選定委員会委員  

選定委員は以下の者とする。なお、審査の公平性に影響を与える行為は厳禁とす

る。 

・小田原短期大学推薦委員 

・小田原市小学校長会推薦委員 

・小田原市教育委員会教育部 部長 

・小田原市子ども青少年部 副部長 

・小田原市教育委員会教育部 副部長 

 

７ 実施要領等の交付 

(１) 交付資料 

ア 小田原市放課後児童クラブ運営業務委託公募型プロポーザル実施要領（前羽） 

イ 小田原市放課後児童クラブ運営業務委託公募型プロポーザル 

  最優秀提案者決定基準（下曽我・前羽共通） 

ウ 小田原市放課後児童クラブ運営業務委託仕様書（前羽） 

エ 小田原市放課後児童クラブ運営業務委託公募型プロポーザル 

様式集（前羽）（様式１～６） 
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（２）配布方法 

小田原市ホームページに掲載するので必要に応じてダウンロードし、使用すること。 

<URL> 

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/edu-ch/education/as/asactivity/p35773.html 

 

８ 質問の受付及び回答 

  本プロポーザルに関する質問は、参加表明書、業務提案書等の作成及び提出に関する 

事項並びに本業務に関する事項に限ることとし、評価及び審査に関する質問は受け付け 

ない。 

（１）受付期限 

    令和５年４月21日（金）午後５時まで     

（２）提出先及び提出方法 

    事務局へ電子メールにより質問書（様式３）を提出すること。 

   なお、電子メールを送信した時は、その旨を電話にて連絡すること。また、電話やフ

ァックスによる質問は受け付けない。 

（３）回答方法 

令和５年４月28日（金）までに、小田原市のホームページに掲載する。 

（４）施設見学 

    施設見学を希望する場合は、令和５年４月21日（金）までに申し出ること。 

     

９ 参加申請等 

  本プロポーザルに参加希望する事業者は、次により参加表明書等を提出すること。 

  参加表明書等を提出した者に対しては、参加資格審査終了後、次により参加資格審査

結果の通知をする。 

 なお、次項に記載する提出期限までに参加表明書等を提出しない者又は審査の結果、

参加資格がないと認められた者は、本プロポーザルに参加することはできない。 

（１）提出期限 

令和５年５月12日（金）午後５時まで（必着） 

（２）提出書類 

    次の書類を提出期限までに提出すること。 
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書 類 内 容 様 式 部数 

参加表明書 ・代表者印を押印すること 様式１ １ 

事業者概要書 ・欄内に記入しきれない場合は、別紙（任意

様式）での提出も可。 

・以下の書類を添付すること。 

①前年度の法人事業税の納税証明書 

※都道府県で発行されたもので、最新の事業

年度の記載内容であるもの。ただし、納税

証明書に記載されている未納額が０である

ものに限る。写し可 

②前年度の法人税並びに消費税及び地方消費

税の記載がある納税証明書（その１） 

※税務署で発行されたもので、最新の事業年

度の記載内容であるもの。ただし、納税証

明書に記載されている未納額が０であるも

のに限る。写し可 

③市税完納証明書（写し可） 

・応募者が、かながわ電子入札共同システム

に未登録の場合は、以下の書類も添付する

こと。（各１部） 

①定款及びその他の規約（写し） 

②履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

※３か月以内に発行されたものの写し 

③営業証明書 

※３か月以内に発行されたものの写し 

④印鑑証明書 （写し可） 

様式２ 

または 

任意様式 

１ 

財務諸表 ①貸借対照表（直近３事業年度分） 

②損益計算書（直近３事業年度分） 

③株主資本等変動計算書（直近３事業年度

分） 

任意様式 １ 



7 

※株式会社でない場合、法人形態によって作

成が義務付けられている決算書類（直近３

事業年度）を提出すること。また、当該財

務諸表等が適正に作成されていることを証

明できるもの（監査を受けている場合は監

査報告書、それ以外では、公認会計士・税

理士等の専門家が確認したことを証するも

の等、趣旨に合致するもの。）を添付する

こと。 

業務提案書 

 

様式４ 

及び 

任意様式 

正本１ 

副本９ 

参考見積書 様式５ １ 

参考見積書（内訳書） 任意様式 １ 

（３）提出先及び提出方法 

    事務局に持参又は郵送するものとする。持参する場合は、小田原市役所の閉庁日を

除く、各日午前９時から午後５時までとする。郵送する場合は、令和５年５月12日

（金）までに事務局に届くようにすること。 

（４）参加資格審査結果の通知 

参加資格審査の結果は、令和５年５月19日（金）を期限とし、参加申請者にファッ

クス又は電子メールにて通知する。 

（５）参加資格の喪失 

    参加資格審査結果の通知後において、通知を受けた者が次のいずれかに該当する場

合には、プレゼンテーション及びヒアリング審査に参加することができないこととす

る。 

    ア 前記の資格要件を満たさなくなったとき。 

    イ 参加表明書等に虚偽の記載をしたとき。 

（６）提出資料作成上の注意事項 

ア 業務提案書については、クラブの人員の配置体制を明記するとともに、業務提

案書評価に掲げる評価基準毎に提案内容を明記すること。 



8 

イ 様式４に添付する任意様式については、Ａ４サイズ15枚（30ページ）以内とす

る。 

     ウ 副本については、提出者が特定される法人・会社名等の情報を削除すること。 

     エ 各ページに通し番号を振ること。 

     オ 参考見積書及び参考見積書（内訳書）は、業務提案書の内容に基づき、本業務

の実施に必要となる費用を算出し、見積り内容が分かるように記載すること。 

カ 仕様書の内容を踏まえた上で、より良い業務運営になるよう、参加者それぞれ

のノウハウを活用して、積極的な提案内容にすること。 

（７）参加を辞退する場合 

書類提出後に辞退する場合は、電話にて事前連絡のうえ、参加辞退届（様式６）を 

持参又は郵送にて提出すること（参加表明書（様式１）を提出した後の辞退について 

も同様）。 

 

10 審査方法 

（１）参加資格審査（書類選考：非公開） 

   ア 審査方法 

「５ 参加資格」に基づき、応募者から提出された参加表明書等をもとに事務

局が参加資格を審査し、全ての要件を満たす者をプレゼンテーション及びヒアリ

ング審査に参加できるものとして選定する。 

イ その他 

（ア）参加資格審査の結果に関する異議申し立ては一切受け付けない。 

（イ）提出書類は、参加資格審査を行う作業に必要な範囲において、複製を作成す 

ることがある。また、提出された参加表明書等は返却しない。 

（２）プレゼンテーション及びヒアリング審査（非公開） 

    提出された業務提案書等に基づき、次のとおり実施する。 

     ア 開催日：令和５年５月26日（金） 

※参加資格審査結果の通知で時間と場所は指定する。 

     イ 場 所：小田原市役所内会議室予定 

     ウ 実施方法 

    （ア）プレゼンテーション（15分以内）及びヒアリング（15分程度）を実施する。 
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    （イ）説明資料は、提出された業務提案書に基づき行うものとし、追加提案や追加 

資料の提出は認めない。 

    （ウ）プレゼンテーションにおいて、提出書類の内容に関するスライドを投影して

説明することができる。この場合において、提出書類の内容を要約したものを

投影することは認めるが、提出書類に記載のない事項を投影することは認めな

い。なお、プロジェクター及びスクリーンは本市で用意し、操作端末は提案 

者が用意すること。 

    （エ）受託者になった場合の、本業務の責任者となる予定の者を出席させること。 

 

11 評価方法  

（１）最優秀提案者の選定は、業務提案書評価及び価格点により行う。 

（２）業務提案書評価は、選定委員会が業務提案書並びに、プレゼンテーション及びヒア

リングにより行う。 

（３）価格点は、参考見積書（「９参加申請等（２）提出書類」）により算出する。 

（４）業務提案書評価及び価格点に配分する得点は次のとおりとする。 

評価項目 評価配点 ウエイト 備考 

業務提案書評価 400点 89％ 80点×5人 

価格点 50点 11％  

総合計 450点 100％  

（５）評価項目及び配点基準は次のとおりとする。 

ア 業務提案書評価 

評価項目 評価基準 評価点 

経 営 方 針 ・

SDGsの取組 

・放課後児童クラブ運営に対する基本的な考え方 

・契約期間中、安定した運営を行うための取組 

・放課後児童クラブ運営におけるSDGsの取組 

10 

提 案 内 容 の 

的確性 

・安定的なサービスの提供に関する実施方針 

・利用者が安心して利用できる、具体的なサービス向上

のための取組 

・支援員等の配置計画 

20 
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支援員等の雇

用に対する待

遇、資質向上 

・支援員等の安定的な確保及び選考方法 

・支援員等の指導体制及び研修計画 

・支援員等の給与及び福利厚生 

・支援員等の長期雇用、負担軽減の取組 

15 

危機管理体制 
・事故発生時の対応、予防の体制、苦情処理 

・災害等への対応 
10 

地域等との交

流計画 

・地域との連携、交流の取組 

・学校、保護者との連携、交流の取組 

・放課後子ども教室との連携（一体化）の取組 

15 

専門性 ・現在の事業の専門性を生かした運営 10 

合 計 80 

 

12 最優秀提案者の選定等 

（１）プレゼンテーション及びヒアリング審査終了後、選定委員会において、評価点の総

合計が最も高い者を最優秀提案者、次に高い者を次点提案者として選定する。 

（２）評価点の総合計が最も高い者が同点で２者以上ある場合は、以下の項目順で点数比  

較を行い、得点が高い順に当該同点者の順位を決定する。  

ア 提案内容の的確性（11（６）イ 業務提案書評価）  

イ 専門性（11（６）イ 業務提案書評価）  

ウ 支援員等の雇用に対する待遇、資質向上（11（６）イ 業務提案書評価）  

エ 価格点  

（３）選定委員会の２人以上の委員から、評価項目のいずれかの項目において０点と評価さ

れた場合は、失格とする。  

（４）業務提案書評価の評価点が 240 点（60％）に達しない者は失格とする。  

（５）その他、不測の事態が生じた場合は、選定委員会の判断により協議の上決定する。 

 

13 失格事項 

（１）本プロポーザルの参加者が、次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

   ア 本プロポーザルの手続き過程で、「５ 参加資格」の規定に抵触することが明ら

かとなったとき。 
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   イ プレゼンテーション及びヒアリング審査に出席しなかったとき。 

   ウ 次のいずれかの行為をしたとき。 

   （ア）選定委員会委員に対して、直接・間接を問わず故意に接触を求めること。 

   （イ）他の参加者と応募内容又はその意図について相談すること。 

   （ウ）最優秀提案者の選定終了までに、他の参加者に対して応募内容を意図的に開示

すること。 

   （エ）その他選定委員会又は本市が不適格と認めたとき。 

（２）応募者が書類を提出するに当たり次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

ア 書類の提出方法、提出先及び提出期限が本要領に適合していないとき。 

イ 書類の作成形式等が本要領に適合していないとき。 

ウ 書類に事実に反する記載をしたとき。 

エ 参考見積書に記載した金額が「３ 業務概要（４）」に掲げる予算規模を超過し

ているとき。 

   オ 業務提案書等の提出期限後に参考見積書の金額を訂正したとき。 

   カ その他選定委員会又は本市が不適格と認めたとき。 

 

14 契約に関する事項 

（１）選定委員会において、選考された最優秀提案者を優先交渉権者とし、業務委託契約

の締結交渉を行う。なお、優先交渉権者の提出した参考見積書記載の金額を超える金

額での契約は締結しない。また、特別な理由により最優秀提案者と契約締結ができな

い場合は、次点提案者と契約交渉を行うものとし、最終的に交渉が成立した者を本市

は受託者と決定する。 

（２）本市と受託者で協議した上で契約書を作成する。 

（３）支払いの条件 

  ア 開設の準備に要する費用は、受託者の負担とする。 

  イ 前払金は支払わない。 

  ウ 支払い方法は、本市と受託者が協議の上、契約書に定める。 

（４）契約時における仕様については、受託者の決定後、業務提案書や市で策定している

「放課後児童クラブ支援員・補助員執務マニュアル」等の内容をもとに本市と受託者

との協議により、必要に応じて内容の追加、変更又は削除を行うこと。なお、協議が
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整い次第、速やかに契約の手続きを行うものとする。 

（５）契約保証金については、小田原市契約規則第29条の各号のいずれかに該当にする場

合、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

（６）開設準備 

    受託者と決定された事業者は、契約日の翌日から令和５年９月30日までの間を開設

準備期間とし、支援員等の確保、指揮命令系統の確立、備品の確認などを行うものと

する。 

 

15 結果の公表 

（１）審査結果の通知及び審査結果の公表 

審査の結果については、令和５年５月下旬に参加者に通知するとともに、小田原市 

ホームページで公表する。 

（２）審査結果に関する質問 

    参加事業者からの審査結果に関する質問等については、書面により受け付ける。その 

場合、審査結果の公表日（市ホームページ掲載日）の翌日から起算して５日以内（土、 

日曜日を除く。）に提出すること。ただし、異議申し立ては一切受け付けない。 

 

16 その他 

（１）参加事業者が１者の場合でも、本プロポーザルは成立するものとする。 

（２）本プロポーザル選考に係る費用は、全て参加者の負担とする。 

（３）提案は１者につき１提案限りとする。 

（４）提出後の書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（５）提出書類は返却しない。 

（６）提出された資料及びその複製は、本業務の選考以外に応募者に無断で使用しないも

のとする。 

（７）提出書類の知的所有権は、提出した者に所属するが、選定作業等において、必要な

範囲で複製を作成する場合がある。なお、提出された書類は、小田原市情報公開条例

（平成14年小田原市条例第32号）に基づき公開する場合がある。 

（８）提出した書類の修正等は認めない。ただし、明らかな誤りと本市との調整に基づく

変更又は修正についてはこの限りではない。 
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（９）提案内容を適切に反映した特記仕様書作成のため、本業務の具体的な実施方針につ

いて資料の提出を求めることがある。 

 


